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1．はじめに 

 2000年に介護保険制度が施行され市区町村を主体とした保険者の下，居宅・施設サービスが供給されて

いる。高齢化の進展に伴い特別養護老人ホーム等の施設需要が大幅に増加し，施設供給は需要に追いつか

ず施設待機者は増加を続けている。これらの動向を踏まえ，2005年度介護保険法改正により，2006年度か

ら居宅・施設サービスに続く第3の介護サービスである地域密着型サービスが導入された。地域密着型サー

ビスは，高齢者が住み慣れた地域で継続して生活することを支援し，高齢者の居宅介護を促進させるサー

ビスである。施設需要及びそれに関連する施設費用増大に歯止めをかけることが政策の意図として考えら

れる。また従来の居宅・施設サービスでは事業所の設置権限等は一部例外を除き都道府県が権限を持って

いたが，地域密着型サービスは保険者が設置権限等を持つ。市区町村を主体とする保険者に設置権限を委

譲することにより，地域での介護の充実をより細かく図ることも政策の意図の1つとして考えられる。 

 また介護給付水準（介護サービス量）・介護保険料の地域差も大きな社会問題である。高齢者（65 歳以

上の第 1 号被保険者）1 人あたり介護給付水準，介護保険料は保険者ごとに大きく異なる。人口に対する

施設定員数が全国で大きく異なることはよく知られており（厚生統計協会（2009）），それに伴う施設待機

者の地域差も大きい（厚生労働省（2014））。居宅・地域密着型サービスにおいても民間事業者の参入が多

い都市部と少ない農村部では参入事業者数に違いが生じ，介護サービスへのアクセスの差が存在する。清

水谷・稲倉（2006），安藤（2008）では全国的な保険者データを用い，これら外生的要因が介護給付水準（高

齢者1人あたり単位数，受給率，認定率等）にどのような影響を与えているかをOLSで推定し，人口密度，

                                                        
 2014年12月8日受付，2015年4月17日受理。本稿は，公共選択学会第18回大会（2014年11月）報告論文「地域密着型サービスと居宅・

施設サービスとの供給関係‐介護給付水準の地域差が縮小されるように供給されているか‐」を大幅に加筆修正したものである。本誌レフェ

リー2 名の先生，中澤克佳先生（東洋大学），西川雅史先生（青山学院大学）ら有益なコメント，介護保険制度に関するご指導を頂いた。また

指導教官である岩本康志先生（東京大学）から本稿を作成する全ての段階において，多くの助言を頂いた。ここに厚く御礼申し上げたい。な

お，本稿は著者の個人的な見解であり，本稿の内容に関する一切の誤りは著書の責に帰するものである。 
 平成 22 年 3 月神戸大学経済学部卒業，平成 24 年 3 月東京大学大学院経済学研究科現代経済専攻修士課程修了。現在，東京大学大学院経済

学研究科現代経済専攻博士課程。所属学会は，日本財政学会，公共選択学会，応用経済学会。主な研究業績は，「市町村合併が老人福祉費に与

える影響」（単著，『公共選択』第65号掲載予定）などがある。 
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第一次産業比率，第二次産業比率，医師密度等の地域特性が有意に影響を与えていることを示している。 

 本稿では 2006 年度から新たに導入された地域密着型サービスが (1) 介護給付水準の地域差にどのよう

な影響を与えているのか，(2) またどのような供給構造で影響を与えているのかを定量的に示すことを目

的とする。具体的には以下の 2 つの目的に分け分析を行う。1 つ目の目的は，介護給付水準地域差の存在

を明らかにし，居宅・施設・地域密着型サービスがその地域差にどのような影響を与えているかを把握す

ることである。2つ目の目的は，1つ目の分析で地域差拡大の要因として示唆された地域密着型サービスが

どのような供給構造で地域差を拡大させているかを把握することである。具体的には，（都道府県に事業所

設置権限等が存在し保険者にとって外生的要因が強い）居宅・施設サービスの給付水準が高まれば，保険

者が（保険者に設置権限が存在する）地域密着型サービスを高める構造，つまり居宅・施設サービスから

地域密着型サービスへの正の因果関係が存在するかを検証する。保険者主導の供給拡大行動，そしてその

需要拡大に伴い，財政的に豊かな保険者ではさらなる供給拡大が生じているかを確かめる。これは介護が

充実している保険者地域では保険者がより介護を充実させ，そうでない保険者地域では逆のことが起きる

構造である。 

 本稿で得られた結果は以下の通りである。1 つ目の分析では，2006-12 年度の保険者別データを用い，

Lerman and Yitzhaki (1985) 及びStark, et. al (1986) による所得・収入に関するジニ係数分解・Wang (2009) に

よる変動係数分解を応用し，合計（居宅・施設・地域密着型サービス合算）及びそれぞれ個別（居宅・施

設・地域密着型サービス別），全てにおいて地域差が存在することを確認した。また地域密着型サービスは

その中で最も地域差が大きく（ジニ係数・変動係数が最も高い），地域密着型サービスが増加すると合計の

ジニ係数・変動係数が増加することが明らかとなった。2つ目の分析では，1つ目の分析で地域密着型サー

ビスが地域差を拡大させるという測定結果から，（都道府県に事業所設置権限等が存在する）居宅・施設サー

ビスの給付水準が高まれば，保険者が（保険者に設置権限が存在する）地域密着型サービスを高めるとい

う地域差が拡大される構造の仮説を考え，その因果関係を分析した。2006-12 年度までの保険者別パネル

データを用い，居宅・施設サービスが地域密着型サービスへ与える影響を，内生性を考慮することが可能

なArellano and Bond (1991)，Blundell and Bond (1998)によるDifference-System GMMの方法を用い定量的に

分析した。その結果，居宅サービスの2期前が有意に正の影響を与えており，居宅サービス水準が高（低）

まれば，地域密着型サービス水準もそれに沿う形で高（低）くなることを確認した。また地域密着型・居

宅サービスの相関係数は有意に正であったが（3節），地域密着型サービスから居宅サービスへの因果関係

は存在しなかった。事業所形態・サービスも類似である地域密着型・居宅サービスであるが，居宅サービ

スから地域密着型サービスへの因果関係のみが有意であったことは，保険者に地域密着型サービスの事業

所設置権限があり，保険者主導の供給調整がより積極的に行われた結果であると考えられる。 

 2節では地域密着型サービスの概要を述べ，3節では市区町村広域連合別に介護サービス量及び地域特性

の特徴を記述統計により把握する。4 節では介護給付水準の地域差及びその要因をジニ係数分解・変動係

数分解モデルにより分析する。5節ではDifference-System GMMによるモデルを説明し，6節では 5節の推

定結果を述べる。7節はまとめである。 
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2．地域密着型介護サービス 

現在，介護保険制度下で供給される介護保険サービスは居宅サービス，施設サービス，地域密着型サー

ビスの3つに大きく分類することが出来る。2000年に介護保険制度が施行され居宅・施設サービスが提供

されてきたが，2005年介護保険法改正により2006年度から地域密着型サービスが導入された。 

  

図1 ＜居宅・施設・地域密着型単位数推移＞ 

 
出所：2006-12年度『介護保険事業状況報告』 
注：第1号被保険者に限定している。 

 

図 1は居宅・施設・地域密着型サービスの合計単位数（左軸）及び被保険者1人あたり単位数（右軸）

の推移である1)2)。被保険者数の増加と共に合計量は増加し，2006年に導入された地域密着型サービスは導

入後も増加を続け，1 人あたりの単位数も増加し，居宅・施設に続く第 3 のサービスとしての重要さを増

している3)。被保険者1人あたりの居宅単位数，地域密着型単位数は2006年から増加傾向であり，施設単

位数は減少傾向である。2006年を境に居宅・地域密着型サービスが増加しており，介護の流れが施設から

居宅（居宅・地域密着型サービス）へと移行していることがわかる。 

従来の居宅・施設サービスと比べ，地域密着型サービスはサービス内容に重複する部分があり，その制

度も若干複雑である。本節では居宅・施設サービスと比較する形で，地域密着型サービスの特徴を述べる。 

 地域密着型サービスは，高齢者が住み慣れた地域で継続して生活することを支援する介護サービスであ

                                                        
1) 単位数，人数とも第1号被保険者に限定している。介護保険サービスはサービス内容によってサービス量を表す単位数が厚生労働大臣によっ

て定められている。単位は全国基準であり，物価等を加味した単価がかけられサービス料が決まる。本稿の分析では介護サービス量の 1 つと

して物価の影響を排除できる全国基準の単位を使用した。 
2) 2006年度における施設サービスの単位数減少は，施設の居住費，食費を保険の対象から外して原則として自己負担としたためである。 
3) 地域密着型サービスを導入した保険者割合は初年度（2006年）は約98％（1630/1669）で，2012年度においても約98％（1541/1580）である。 
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る。具体的には，従来の居宅サービスと類似のサービスである居宅系サービス，短期入所も含めた居宅系

施設サービスに分けることが出来る（足立・上村（2013））。居宅系サービスとしては，1 日複数回の定期

訪問等による定期巡回・随時対応型訪問介護看護や，外泊等も含めた24時間体制の通所サービスである小

規模多機能型居宅介護等が存在する。また居宅系施設サービスでは，認知症の利用者を対象に，グループ

ホームに短期的（30日以内）に入所し専門的なケアを受けながら生活するサービスである認知症対応型共

同生活介護等が存在する。居宅系施設サービスは利用期間が定められており，基本的には居宅での介護を

支援するサービスが特徴である4)。居宅サービスを促進させるという点では，従来の居宅サービスと同様

の意図であり，また民間事業所が参入可能という点でも同様である（介護保険施設サービスは不可）5)。

ただし，地域密着型サービスは原則として利用者が属する保険者区域内でのサービスしか利用できない6)。

この点が他保険者区域のサービスも利用できる居宅サービスとは異なる。 

 地域密着型サービスの導入意図は 2 つ考えられる。1 つ目は施設需要及びそれに関連する施設費用増大

に歯止めをかけることである。利用者1人あたり施設介護サービス費用は地域密着型・居宅サービス費用

と比べ高く，介護保険財政を逼迫する要因の1つとなっている。居宅での介護を推進させることにより，

施設需要を抑制させることが目的と考えられる。足立・上村（2013）は要介護度 4-5 の認定者を対象に地

域密着型サービス利用率が居宅サービス利用率に影響を与え施設サービス費用が抑制されていることを定

量的に示した。2 つ目は保険者に設置権限等を移譲し，保険者主導で介護サービスの供給を行うことであ

る。介護サービスは市区町村を中心とする保険者の下，主に社会福祉法人，民間事業者等によって提供さ

れるサービスである。しかし，居宅・施設サービスの事業所設置権限等は都道府県7)8)であり，2006年度か

ら施行された地域密着型サービスの事業所設置権限等は保険者自身である。居宅・施設サービスにおいて

は，保険者である市区町村に事業者の設置・指導・監督の権限はない。よって，保険者は介護保険事業計

画を提示しながらも，保険者の意向と合致しないサービス整備，サービス供給のアンバランスが生じる可

能性が存在した（平野（2006））。地域密着型サービスは保険者が中心となるサービスであり，保険者の介

護保険事業計画と調和を持たせるための制度である。保険者は地域密着型サービスの介護報酬をある程度

の制約の下，独自に決めることができ，事業所を誘致する行動を取ることが出来る9)。また誘致を促進さ

せるため独自の助成金・補助金を設けている保険者も存在する10)。市区町村を主体とする保険者に設置権

限を与えることにより，地域での介護の充実をより細かく図ることが政策の意図の 1つとして考えられる。

畠山（2010）11)の保険者を対象としたアンケート調査によると 52.2％が「保険者に設置権限があることで

施設数・定員数を調整できるようになった」と答えており，事業所設置計画においても70.3％が「（保険者

                                                        
4) 要介護者を対象とした地域密着型サービスは，夜間対応型訪問介護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護，認知症対応型共同

生活介護，地域密着型特定施設入居者生活介護，地域密着型介護福祉施設，そして2012年に定期巡回・随時対応型訪問介護看護，複合型サー

ビスが新たに追加された。要支援者を対象としたサービスは介護予防認知症対応型通所介護，介護予防小規模多機能型居宅介護，介護予防認

知症対応型共同生活介護がある。 
5) 介護老人福祉施設の92.4％が社会福祉法人により運営されている。居宅・地域密着型サービスのような居宅介護支援事業所は45.6％が営利法

人，26.7％が社会福祉法人，17％が医療法人により運営されている（厚生労働省（2012））。 
6) ただし特別な事情が存在する場合，指定の手続きを取り利用申請を認めている保険者も存在する。 
7) 政令指定都市，中核市は市に設置権限がある（2012年度介護保険法改正から）。 
8) 事業所が新たな介護サービスを始めるためには居宅・施設サービスに関しては都道府県に，地域密着型サービスに関しては保険者に事前に

届出を提出し，認可を得なければならない。 
9) 市町村独自加算（単価に対して掛けられる）と呼ばれ，2011 年度までは夜間対応型訪問介護，小規模多機能型居宅介護に対し実施されてい

た（ただし厚生労働大臣の許可が必要）。2012年からは全てのサービスに厚生労働大臣の許可を必要とせずに独自加算が可能となった（厚生労

働省老健局（2012））。 
10) 畠山（2010）のアンケート調査によると全体で 7.2％，30 万人以上の人口を有する都市では 27.4％が地域密着型サービスを行う事業所を誘

致するための助成金・補助金を設けていた。 
11) 有効回答率は48.8％（保険者数876/1795）。 
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区域内の）日常生活圏域単位の計画」を立てている。通常，保険者は保険者区域を日常生活圏に分割し，

そこでの介護サービスの需給の調整を図るため，それぞれの区域にてサービス業者の公募を行う。公募に

よる選定の結果，事業者が選ばれる。例として，神奈川県藤沢市では一部高齢者とのバランスを考慮して

増設を見送ったサービスを除き，2006-08年度の地域密着型サービス施設数は整備目標と一致している（畠

山（2009））12)。ただし，地域により民間の公募応募状況は異なり，50.81％の保険者が，施設数が整備目

標に達しておらず，その 58.2％が理由を応募がなかったためと答えている13)（畠山（2010））。これらアン

ケート結果を踏まえると約半数の保険者で地域密着型サービスにより（介護サービス量に関しての）政府

の意向を反映することができていると考えられる。一方で，居宅・施設サービスの設置権限等は都道府県

にあるため，保険者が供給をコントロールすることは難しい14)（松岡（2015））。 

 

3．介護給付水準の特徴（市区町村広域連合別特徴・地域特性との相関） 

 本節では，本稿で扱うデータ及び変数について説明し，地域密着型サービス及び居宅・施設サービスの

市区町村広域連合別の特徴，また地域特性との相関を計測することにより，サービス別介護給付水準の特

徴を把握する。 

 
3.1 分析で扱うデータ及び変数 

 本節以降で扱うデータは 2006-12 年度・厚生労働省『介護保険事業状況報告』における保険者別パネル

データである15)。対象は65歳以上を対象とした第1号被保険者に限定した16)。介護給付水準として，被保

険者1人あたり単位数を用いた17)。単位数を用いた理由として，給付額・費用額は単位数×単価で計算され，

単価には物価が加味されており，純粋なサービス量としては単位数が適切であると考えたからである。ま

た施設サービスを考える際には施設定員数を（供給）給付水準と考えることも出来る。しかしながら，居

宅サービスや地域密着型サービスなどの訪問サービスでは正確な定員等（サービス供給のキャパシティ）

を測ることが容易ではない。またそれら保険者別の統計も公開されていないため，給付単位を使用した。

安藤（2008）では被保険者1人あたり（全）単位数を認定率，施設利用率，居宅利用率，居宅1人あたり

単位数，施設1人あたり単位数と分解し，単位数とともに，それぞれ分解した変数に関しても決定要因の

考察を行っている。その際に被保険者1人あたり単位数を回帰分析で扱う注意点として，単位数/被保険者

は認定率等に分解でき，分解した変数の回帰分析で用いた説明変数は，単位数/被保険者数では本来は非線

形になっていること，また利用率等で各要介護度を説明変数として使用しているため，（左辺の構成要素で

                                                        
12) 2006-08年度における藤沢市の地域密着型サービスは6サービスである。3サービス（夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模

多機能型居宅介護）は当初，数多くの施設建設を予定していたが高齢者数のバランスを考慮して多くを見送ったため施設数は当初の整備目標

よりも少ない（施設数 52/整備目標 88）。それ以外の 3 サービス（認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護）で施設数と整備目標が一致している（48/48）。 
13) いずれも地域密着型サービスにおける6つのサービスのアンケート結果の平均値である。 
14) 居宅・施設サービスは通常，公募という形は取られない。都道府県に設置申請をして設置条件を満たせば，設置許可を得ることが出来る。 
15) 2009年度『介護保険事業状況報告』宮城県石巻市「介護老人保健施設」に関するデータが前年，翌年と比べ単位数が約10倍の異常値を取っ

ていた。厚生労働省・宮城県・石巻市に問い合わせ，石巻市による修正申告以前のデータがそのまま掲載されていることが判明した。本稿で

は石巻市に提供していただいた修正データを用い分析を行った。 
16) 2012年度第1号保険者数により総単位数割合は約98％であり，第1号保険者介護保険サービスの主な利用者であることがわかる。 
17) 介護給付水準の地域差を分析した先行研究では，介護給付水準の指標として田近・油井（2004），油井（2006）では高齢者（第1号被保険者）

1 人あたり給付額を，清水谷・稲倉（2006）では認定率，利用率，利用者，1 人あたり支給額，安藤（2008）では高齢者（第 1 号被保険者）1
人あたり単位数，認定率，施設利用率，居宅利用率，居宅 1 人あたり単位数，施設利用率，施設 1 人あたり単位数を用いている。本稿の分析

では物価等の影響を排除できる単位数を用いた安藤（2008）に従う。 
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ある）認定率との間に同時性が存在してしまうことを指摘している。5 節 GMM の分析では，対数を用い

ているため，説明変数は線形の関係になっており18)，認定率との同時性に関しては各要介護度を外した分

析も同時に行い頑健性を確認している。 

 財政状態を表す変数として，（第1号）被保険者1人あたり介護保険料収入（年）を考える。介護保険料

基準額（保険者別）は原則3年ごとに変更されるが，被保険者数，所得段階割合の変動により毎年の保険

料収入は変動する。『介護保険事業状況報告』「保険事業勘定」内の保険料収入額を被保険者数で除し，被

保険者1人あたり介護保険料収入とする。また貸付金（ダミー変数），準備基金保有残高（被保険者1人あ

たり）も同様に財政変数として考える。上記の変数は供給側による変数として解釈ができる。その他の地

域特性を表す変数として，後期高齢者割合（75 歳以上人口/65 歳以上人口）が増加すれば需要が高まるこ

とが予測される。また被保険者の所得による影響も考えられる。所得が比較的高（低）ければ，介護需要

は増加（減少）することが考えられるためである。保険者別の所得段階割合の 4 段階を基準として，3 段

階以下，5 段階以上の被保険者割合も考える19)。要支援，要介護にも同様の需要側要因として考えられ，

要介護度が高い地域であれば介護需要が高くなることが予測されるので，それぞれの割合（要支援・要介

護/被保険者数等）も考慮する20)。 

 

3.2 介護給付水準の特徴 

 表 1 は，2006-12 年度市区町村広域連合別・介護給付水準（被保険者 1 人あたり単位数）の記述統計で

ある。

                                                        
18) ここでは対数に対して説明変数が線形と仮定している。 
19) 4段階目が基準額となる保険者が多いため4段階目を基準とし1-3段階，5段階のみを扱った。この方法はHayashi and Kazama (2008)，安藤（2008）
による。4段階目は5節以降の分析においてレファンレンス変数となり，各所得段階割合の係数は第4段階割合が変化した場合の被説明変数の

変化を示す（安藤（2008））。 
20) 要介護度は全ての割合を説明変数として加えた。多重共線性が確認されなかったことに加え，所得段階割合とは異なり，基準となるような

介護度が設定されていないためである。 
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区域内の）日常生活圏域単位の計画」を立てている。通常，保険者は保険者区域を日常生活圏に分割し，

そこでの介護サービスの需給の調整を図るため，それぞれの区域にてサービス業者の公募を行う。公募に

よる選定の結果，事業者が選ばれる。例として，神奈川県藤沢市では一部高齢者とのバランスを考慮して

増設を見送ったサービスを除き，2006-08年度の地域密着型サービス施設数は整備目標と一致している（畠

山（2009））12)。ただし，地域により民間の公募応募状況は異なり，50.81％の保険者が，施設数が整備目

標に達しておらず，その 58.2％が理由を応募がなかったためと答えている13)（畠山（2010））。これらアン

ケート結果を踏まえると約半数の保険者で地域密着型サービスにより（介護サービス量に関しての）政府

の意向を反映することができていると考えられる。一方で，居宅・施設サービスの設置権限等は都道府県

にあるため，保険者が供給をコントロールすることは難しい14)（松岡（2015））。 

 

3．介護給付水準の特徴（市区町村広域連合別特徴・地域特性との相関） 

 本節では，本稿で扱うデータ及び変数について説明し，地域密着型サービス及び居宅・施設サービスの

市区町村広域連合別の特徴，また地域特性との相関を計測することにより，サービス別介護給付水準の特

徴を把握する。 

 
3.1 分析で扱うデータ及び変数 

 本節以降で扱うデータは 2006-12 年度・厚生労働省『介護保険事業状況報告』における保険者別パネル

データである15)。対象は65歳以上を対象とした第1号被保険者に限定した16)。介護給付水準として，被保

険者1人あたり単位数を用いた17)。単位数を用いた理由として，給付額・費用額は単位数×単価で計算され，

単価には物価が加味されており，純粋なサービス量としては単位数が適切であると考えたからである。ま

た施設サービスを考える際には施設定員数を（供給）給付水準と考えることも出来る。しかしながら，居

宅サービスや地域密着型サービスなどの訪問サービスでは正確な定員等（サービス供給のキャパシティ）

を測ることが容易ではない。またそれら保険者別の統計も公開されていないため，給付単位を使用した。

安藤（2008）では被保険者1人あたり（全）単位数を認定率，施設利用率，居宅利用率，居宅1人あたり

単位数，施設1人あたり単位数と分解し，単位数とともに，それぞれ分解した変数に関しても決定要因の

考察を行っている。その際に被保険者1人あたり単位数を回帰分析で扱う注意点として，単位数/被保険者

は認定率等に分解でき，分解した変数の回帰分析で用いた説明変数は，単位数/被保険者数では本来は非線

形になっていること，また利用率等で各要介護度を説明変数として使用しているため，（左辺の構成要素で

                                                        
12) 2006-08年度における藤沢市の地域密着型サービスは6サービスである。3サービス（夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模

多機能型居宅介護）は当初，数多くの施設建設を予定していたが高齢者数のバランスを考慮して多くを見送ったため施設数は当初の整備目標

よりも少ない（施設数 52/整備目標 88）。それ以外の 3 サービス（認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護）で施設数と整備目標が一致している（48/48）。 
13) いずれも地域密着型サービスにおける6つのサービスのアンケート結果の平均値である。 
14) 居宅・施設サービスは通常，公募という形は取られない。都道府県に設置申請をして設置条件を満たせば，設置許可を得ることが出来る。 
15) 2009年度『介護保険事業状況報告』宮城県石巻市「介護老人保健施設」に関するデータが前年，翌年と比べ単位数が約10倍の異常値を取っ

ていた。厚生労働省・宮城県・石巻市に問い合わせ，石巻市による修正申告以前のデータがそのまま掲載されていることが判明した。本稿で

は石巻市に提供していただいた修正データを用い分析を行った。 
16) 2012年度第1号保険者数により総単位数割合は約98％であり，第1号保険者介護保険サービスの主な利用者であることがわかる。 
17) 介護給付水準の地域差を分析した先行研究では，介護給付水準の指標として田近・油井（2004），油井（2006）では高齢者（第1号被保険者）

1 人あたり給付額を，清水谷・稲倉（2006）では認定率，利用率，利用者，1 人あたり支給額，安藤（2008）では高齢者（第 1 号被保険者）1
人あたり単位数，認定率，施設利用率，居宅利用率，居宅 1 人あたり単位数，施設利用率，施設 1 人あたり単位数を用いている。本稿の分析

では物価等の影響を排除できる単位数を用いた安藤（2008）に従う。 
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地域密着型サービスは市・町・広域連合が全体の平均を上回っており，区・村は下回っていた。ただし，

居宅・施設サービスがその分，減少しているということはなく，広域連合にいたっては全てのサービスが

全体の平均以上であった。相関係数においては，地域×居宅は全ての形態において正の相関が有意で認め

られた。地域密着型・居宅サービスは，居宅系の類似サービスであり，事業所形態も主に民間事業者によっ

て提供されるという共通点によるものと考えられる。地域×施設に関しては，区が有意ではなく，村が負

で有意であり，それ以外は有意に正の相関が確認された。地域密着型サービスの導入意図の1つは施設介

護の代替性であったが，相関係数ではその傾向は確認できなかった。居宅×施設に関しては，市・区が正，

村が負で有意であったが，全体データ・町・広域連合で有意ではなく，全体的な傾向として相関は低い。

これらのことから，2006年度から導入された地域密着型サービス供給は既存サービスであった居宅・施設

サービス供給との関係性が，居宅・施設サービスの関係性よりも強い傾向があると考えられる。これは地

域密着型サービスが後発サービスであり，保険者に事業所設置権限があるため，既存サービスとの調整が

図られたためと考えられる。ただし全体的な傾向としては既存サービスと正の相関があることから，調整

の方向は代替的ではなく補完的な関係と考えられる。 

 図 2 は同様のデータ（2006-12 年度全体データ）を用い，地域・居宅・施設・合計サービスと地域特性

との相関係数を示した図である。地域特性は (1) 後期高齢者割合，(2) 被保険者数，(3) 所得段階 (1-3)， (4)

所得段階 (5-)，(5) 要支援度1-2割合，(6) 要介護度1-2 割合，(7) 要介護度3割合，(8) 要介護度4-5割合，

(9) 保険料収入，(10) 貸付金ダミー，(11) 準備基金残高である。 

 

図2 ＜介護サービスと地域特性との相関係数＞ 

 
出所：2006-12年度『介護保険事業状況報告』 
注1：全ての変数は被保険者1人あたり単位数（サンプルサイズ11302）。2007年新地町，2008年三好町，2010年福島県6保険

者の統計は一部の統計が未計上であっため除外した，また 2010 年新篠津村は地域密着が負の値であり除外した（これは他保険者

地域での利用負担をしたため）。 
注2：(1) - (11) は，(1) 後期高齢者割合，(2) 被保険者数，(3) 所得段階 (1-3)，(4) 所得段階 ( 5-)，(5) 要支援度1-2割合，(6) 要
介護度1-2割合，(7) 要介護度3割合，(8) 要介護度4-5割合，(9) 保険料収入，(10) 貸付金ダミー，(11) 準備基金残高。 
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(1) (3) (5) - (10) は全ての介護サービスの相関係数の正負が一致している。(2) に関しては，居宅が正，施設

が負となっている。人口が多い地域は主に都市部であり，施設需要を満たす介護施設建設が土地費用等の

面で困難である。そのため，居宅により介護サービスが支えられているためと考えられる。全体的な傾向

として地域密着型サービスは居宅・施設サービスと比べると地域特性との相関が低い。これは地域密着型

サービスが，地域特性だけでは説明が難しい保険者の介護サービスに対する政策意向が反映されているの

ではないかと考えられる。また介護保険制度ではその財政負担構造から公共財としての受益者負担の原則

が明確になっている。保険者から事業所等へ払われる介護給付費の一部が被保険者によって支払われる介

護保険料収入から支払われるためである21)。保険料収入との相関係数は，合計サービスが約0.46，居宅サー

ビスが約0.51，施設サービスが約0.13，地域密着型サービスが約0.25と必ずしも高い相関があるわけでは

ない。介護保険料に関しては保険者地域の人口構成や所得水準の違いにより，格差が生じないように調整

交付金を通じて財政調整が行われているためと考えられる。また貸付金に関しては正，準備基金残高に関

しては負の傾向であった。これは貸付金が介護給付費にあてられたこと，準備基金残高が当期において給

付費として使われなかった結果残った基金残高であったことが示唆される。ただし，図2は同期の変数の

相関係数であり，財政変数から介護サービスへの因果を考える場合，サービス開始までのラグが発生する

と考えられる。この点は，5節でラグ項を考慮した因果関係の分析を行う。 

 最後に，表 1・図 2 からサービス別分布の特徴について考察する。表 1 から，市・区は町・村と比べ，

地域密着型・居宅サービスの居宅系サービスが高く，施設サービスが低い傾向であった。これは，町・村

では後期高齢者割合が高いことに加え，人口が多い都心部では地価の関係等から施設建設が難しいためと

考えられる（三菱総合研究所（2013））。図 2 から，地域密着型・居宅サービスは低要介護度（要介護度 3

まで）と比較的高い相関である。市・区は町・村と比べ，後期高齢者割合が低いため低要介護度の被保険

者多い22)。これらの点から人口が多い都心部では地域密着型・居宅サービスへの需要が比較的高いと考察

できる。そのため，市・区において地域密着型・居宅サービスが高く，相関係数も高かったと考えられる

（表1）。 

 

4．介護給付水準の地域差 

 全国レベルの保険者別データを用い国内における介護給付水準の地域差を扱った研究として，清水谷・

稲倉（2006），安藤（2008）が存在する。清水谷・稲倉（2006）では2001-2年度，2003-4年度保険者別デー

タの差分を用い，認定率，利用率，利用者数，1 人あたり支給額が保険者の財政状況によりどのような影

響を受けるかを分析している。コントロール変数として人口密度，第一次産業比率，第二次産業比率が加

えられており，人口密度，第一次産業比率が主に有意であった。安藤（2008）では2004年度保険者別クロ

スセクションデータを用い，介護給付水準（高齢者1人あたり（全）単位数，認定率，施設利用率，居宅

利用率，居宅1人あたり単位数，施設利用率，施設1人あたり単位数）をOLSで推定し，人口密度，第一

次産業比率，第二次産業比率，医師密度等の地域特性が有意に影響を与えていることを示している。これ

                                                        
21) 第5期（2012-14年）の介護保険財政負担構造は1割が利用者負担，残りの9割の50％が公費，21％が第1号被保険者（65歳以上）の介護

保険料，29％が第2号被保険者（40歳以上65歳未満）から支払われる。第3期（2006-08年）の第1号被保険者の負担は19％，第4期（2009-12
年）は20％と第1号被保険者の負担割合は増加している。 
22) 前期高齢者（65 歳以上 75 歳未満）と後期高齢者（75 歳以上）における要介護度認定者の分布の特徴として，前期高齢者は比較的軽度の要

介護度認定者が多く，後期高齢者は重度の要介護認定者が多い傾向がある（社会保障・人口問題研究所（2015））。 

－  53  －



会計検査研究 No.52（2015.9） 

10 
 

らの先行研究はいずれも重要な分析であるが，2006年度に導入された地域密着型サービスについては検討

しておらず，OLSの係数による地域特性の把握であるため，地域差の長期的な経過を知ることはできない。 

 本節では，Lerman and Yitzhaki (1985) 及びStark, et. al (1986) による所得・収入に関するジニ係数分解，

Wang (2009) による変動係数分解と 2 つの手法を用い，年度別介護給付水準の地域差及び地域密着型サー

ビスがそれに与える影響を測定し，次節の計量分析の仮説へとつなげる。 

 

4.1 ジニ係数分解による地域差拡大の要因 
 Lerman and Yitzhaki (1985) によると，ジニ係数の対象となる変数が加算され計測される場合，全変数合

計（ここでは居宅・施設・地域密着型サービスの合計）のジニ係数�は下記のよう分解することができる23)。 

 

� � ���
�

���
���� 

 

 ��	は変数�の全変数合計に占める割合，�� は変数	�	のジニ係数，��	は変数	�	のジニ係数と全変数合計

のジニ係数の相関係数である。��	は変数	�	が全変数合計に対する重要性，�� は変数�がどのように分布

しているか，��は変数�が全変数合計とどの程度相関しているかを示している。Stark et al. (1986) はLerman 

and Yitzhaki (1985) のモデルに基づき，他の全ての変数を一定とした場合，変数�の1％変化が全変数合計

のジニ係数に与える％変化（変数�が	�� � ��倍になり，� � ����とする），つまりジニ係数の弾力性を下

記のように導出した24)。 

 

�� ��⁄
� �⁄ � � �������� � ��� 

 

この値が正であれば，変数�の増加はジニ係数の増加，つまり地域差拡大の要因の1つとして考えられる。

2006-12 年度における被保険者 1 人あたりの介護保険給付単位数（総単位・居宅・施設・地域密着型サー

ビス）データを用い，上記のモデルに従い年度別�，��，��，��，弾力性，BCI25)を測定した（表2）。 

 

  

                                                        
23) ここでの説明は尾山（2014）及びLópez-Feldman (2006) による。 
24) 詳しい導出はStark et al. (1986) のAppendix参照。 
25) BCI（Bias-Corrected Interval）は，ブートストラップの方法を用い弾力性の分布を作成し得られた弾力性の95％信頼区間である（リサンプリ

ングは 50 回）。ブートストラップを用いた信頼区間は複数あるが，BCI は精度の高い信頼区間として知られている（下平（2008））。ブートス

トラップの手法に関しては下平（2008）参照。 
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区域内の）日常生活圏域単位の計画」を立てている。通常，保険者は保険者区域を日常生活圏に分割し，

そこでの介護サービスの需給の調整を図るため，それぞれの区域にてサービス業者の公募を行う。公募に

よる選定の結果，事業者が選ばれる。例として，神奈川県藤沢市では一部高齢者とのバランスを考慮して

増設を見送ったサービスを除き，2006-08年度の地域密着型サービス施設数は整備目標と一致している（畠

山（2009））12)。ただし，地域により民間の公募応募状況は異なり，50.81％の保険者が，施設数が整備目

標に達しておらず，その 58.2％が理由を応募がなかったためと答えている13)（畠山（2010））。これらアン

ケート結果を踏まえると約半数の保険者で地域密着型サービスにより（介護サービス量に関しての）政府

の意向を反映することができていると考えられる。一方で，居宅・施設サービスの設置権限等は都道府県

にあるため，保険者が供給をコントロールすることは難しい14)（松岡（2015））。 

 

3．介護給付水準の特徴（市区町村広域連合別特徴・地域特性との相関） 

 本節では，本稿で扱うデータ及び変数について説明し，地域密着型サービス及び居宅・施設サービスの

市区町村広域連合別の特徴，また地域特性との相関を計測することにより，サービス別介護給付水準の特

徴を把握する。 

 
3.1 分析で扱うデータ及び変数 

 本節以降で扱うデータは 2006-12 年度・厚生労働省『介護保険事業状況報告』における保険者別パネル

データである15)。対象は65歳以上を対象とした第1号被保険者に限定した16)。介護給付水準として，被保

険者1人あたり単位数を用いた17)。単位数を用いた理由として，給付額・費用額は単位数×単価で計算され，

単価には物価が加味されており，純粋なサービス量としては単位数が適切であると考えたからである。ま

た施設サービスを考える際には施設定員数を（供給）給付水準と考えることも出来る。しかしながら，居

宅サービスや地域密着型サービスなどの訪問サービスでは正確な定員等（サービス供給のキャパシティ）

を測ることが容易ではない。またそれら保険者別の統計も公開されていないため，給付単位を使用した。

安藤（2008）では被保険者1人あたり（全）単位数を認定率，施設利用率，居宅利用率，居宅1人あたり

単位数，施設1人あたり単位数と分解し，単位数とともに，それぞれ分解した変数に関しても決定要因の

考察を行っている。その際に被保険者1人あたり単位数を回帰分析で扱う注意点として，単位数/被保険者

は認定率等に分解でき，分解した変数の回帰分析で用いた説明変数は，単位数/被保険者数では本来は非線

形になっていること，また利用率等で各要介護度を説明変数として使用しているため，（左辺の構成要素で

                                                        
12) 2006-08年度における藤沢市の地域密着型サービスは6サービスである。3サービス（夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模

多機能型居宅介護）は当初，数多くの施設建設を予定していたが高齢者数のバランスを考慮して多くを見送ったため施設数は当初の整備目標

よりも少ない（施設数 52/整備目標 88）。それ以外の 3 サービス（認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護）で施設数と整備目標が一致している（48/48）。 
13) いずれも地域密着型サービスにおける6つのサービスのアンケート結果の平均値である。 
14) 居宅・施設サービスは通常，公募という形は取られない。都道府県に設置申請をして設置条件を満たせば，設置許可を得ることが出来る。 
15) 2009年度『介護保険事業状況報告』宮城県石巻市「介護老人保健施設」に関するデータが前年，翌年と比べ単位数が約10倍の異常値を取っ

ていた。厚生労働省・宮城県・石巻市に問い合わせ，石巻市による修正申告以前のデータがそのまま掲載されていることが判明した。本稿で

は石巻市に提供していただいた修正データを用い分析を行った。 
16) 2012年度第1号保険者数により総単位数割合は約98％であり，第1号保険者介護保険サービスの主な利用者であることがわかる。 
17) 介護給付水準の地域差を分析した先行研究では，介護給付水準の指標として田近・油井（2004），油井（2006）では高齢者（第1号被保険者）

1 人あたり給付額を，清水谷・稲倉（2006）では認定率，利用率，利用者，1 人あたり支給額，安藤（2008）では高齢者（第 1 号被保険者）1
人あたり単位数，認定率，施設利用率，居宅利用率，居宅 1 人あたり単位数，施設利用率，施設 1 人あたり単位数を用いている。本稿の分析

では物価等の影響を排除できる単位数を用いた安藤（2008）に従う。 
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 ��（変数�の全変数合計に占める割合）は，施設サービスで減少傾向，居宅・地域密着型サービスで増加傾

向である。特に地域密着型サービスは全年度で増加している。これは図1で見た通り，介護の流れが施設から

居宅（居宅・地域密着型サービス）へと移行しているためである。�（合計のジニ係数）合計は約0.1前後で

推移し，増加傾向であり（合計の）介護給付水準に地域差が存在することが確認できる。��（変数�のジニ係

数）は，居宅サービス（.130-.134），施設サービス（.149-.175），地域密着型サービス（.340-.372）の順で大き

い値となっている。地域密着型サービスは保険者に事業所の設置権限等が存在し，供給に関しての裁量権を持

つため，保険者の意向が強く反応し地域差が大きいと考えられる。��（変数�のジニ係数と全変数合計のジニ

係数の相関係数）は施設サービスが最も強い相関となっている。最後に最も重要な弾力性であるが，地域密着

型サービスは全年度正である。これは地域密着型サービスが増加するとジニ係数も増加，つまり地域差が拡大

することを意味する。地域密着型サービスの��（変数�の全変数合計に占める割合）は全年度増加傾向であっ

たことを考えると，地域密着型サービス増加により今後さらに地域差が拡大する可能性が示唆される。 

 

4.2 変動係数分解モデルによる地域差拡大の要因 
 変動係数とは，（標準偏差/平均）×100 と定義される尺度であり平均が異なる変数間の相対的なばらつ

きを比較することが可能な尺度である。全単位数/被保険者数をサービス別に分解し，どのサービスがどの

ように全体の変動に影響を与えているかを分析する。全単位数/被保険者数は分子が各サービスの合算であ

り，分母が共通のため，全単位数/被保険者数＝地域密着単位数/被保険者数＋居宅単位数/被保険者数＋施

設単位数/被保険者数と分解することが出来る。このような特徴を持つ変数は下記のように変動係数（CV）

を分解することが出来る（Wang (2009)）。 

CV ������
�

�
 

 

 

��は各サービス (�) が合計サービスに占める割合である（1人あたり）。��	はサービス別の変動係数（CV�）
に各サービス (� ) と合計サービス（いずれも 1 人あたり）との相関係数 (�� ) を掛けた値である

（�� ≡ CV� � ��）。2006，09，12年の測定結果及び2012/2006年の変化幅が表2下段である。������)が2006

年から 2012 年にかけて，合計サービス変動係数に与えた影響である。合計の変動係数に与えた影響は居

宅・地域密着型サービスは正であり，地域密着型サービスが最も高い（.669）。合計の変動係数は .655 増

加しており，もし他の変動係数が同一という仮定をおけば，地域密着型サービスにより合計の変動係数が

増加したと考えられる。 

 
4.3 介護給付水準の地域差について 
 ジニ係数分解・変動係数分解，いずれの方法においても，地域密着型サービスにより合計サービス量の

地域差が拡大していることが示された。では，介護給付水準の地域差はどのように考えれば良いだろうか。

介護給付水準の地域差が，後期高齢者割合，地域による家族介護の考え方の違い，介護保険料の違い等の

地域特性を完全に反映したものであれば，その地域差の存在は認められる26)。しかしながら，保険者地域 

                                                        
26) 厚生労働省の介護サービス量の地域差への見解として，住民に最も身近な保険者が地域ごとの住民のニーズ・地域特性に応じて介護サービ

ス量を判断し施行された結果の介護サービス量の地域差は本来あるべき地域差としている（厚生労働省（2005））。しかしながら，地域密着型

サービスの施行が完全には行えていないため，現在の地域差は住民のニーズ・地域特性を完全に反映しているとは言い難い状況である。 
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の地域特性を把握していると考えられる保険者による地域密着型サービスの事業所公募において，50.81％

の保険者が，施設数が整備目標に達しておらず，その58.2％が理由を応募がなかったためと答えている （畠

山（2010））。保険者に事業所設置権限がある地域密着型サービスにより，保険者は介護サービスへの供給

をある程度コントロールできるようになってはいるが，それはまだ完全ではなく，住民のニーズ・地域特

性を反映した需給ギャップが完全に反映されているとは言えない。このような状況での介護給付水準の地

域差は利用者・被保険者にとって望ましい状態と考えることは難しい。 

 

5．地域密着型サービスの推定モデル 

5.1 本分析の仮説 
 前節で介護給付水準には地域差が存在すること，そしてジニ係数に対する地域密着型サービスの弾力性

は全年度において正であり，地域密着型サービスの増加により地域差が拡大することが示唆された。また

変動係数分解の分析においても地域密着型サービスにより合計の変動係数が増加していることが示された。

地域密着型サービスの増加が地域差を拡大させるような供給構造の1つとして，下記のような構造を考え

検証する。居宅・施設サービスの介護給付水準が高（低）まった際に，（地域密着型サービス設置権限等が

委譲された）保険者が地域密着型サービスの介護給付水準を高（低）めれば，全体としての地域差が拡大

される方向へといくのではないかと考えられる。この仮説の理由は下記の3点による。1つ目は，4節の分

析結果からである。居宅・施設サービス増加に呼応する形で地域密着型サービスが増加していれば，地域

密着型サービス増加により地域差が拡大されるような構造として，4節の結果と一貫性を持つ。2つ目は，

地域密着型・居宅サービスに超過需要が生じている地域における，保険者の供給拡大行動である。3 節に

おいて，（主に都心部と考えられる）市・区では施設サービス供給の水準は低く，低要介護度の被保険者が

多いため，地域密着型・居宅サービスへの需要は高いと考察した。地域密着型・居宅サービスの供給は主

に民間事業者によって行われており，農村部と比べ都心部への参入が多い。民間事業者が居宅サービスへ

参入し，保険者がその参入において高い需要を確認し，（居宅サービスをリーダー，地域密着型サービスを

フォロワーとし）保険者が地域密着型サービスへの（公募数増加を通じての）参入を促す可能性が存在す

る27)。特に人口が多い保険者ほど地域密着型サービス参入への補助金・助成金を設ける割合が高く28)，公

募数増加だけではなく誘致活動をより積極的に行う可能性も存在する。3 つ目は，財政的に豊かな保険者

による地域密着型サービスの供給拡大行動である。2 つ目の理由により，居宅系サービスへの高い需要を

確認した保険者区域において，財政的に豊かな保険者29)は地域密着型サービスのさらなる供給拡大行動を 

 

                                                        
27) また居宅サービスへの参入により誘発需要が発生し，（居宅サービスをリーダー，地域密着型サービスをフォロワーとし）地域密着型サービ

スへの（公募数増加を通じての）参入が促される可能性も存在する。湯田（2005）は通所サービス（居宅）で誘発需要が生じていることを定

量的に明らかにしている。ただし，本稿では誘発需要に関する検証は行っていないため，1つの仮説として提示するにとどめる。 
28) 畠山（2010）の保険者アンケートでは人口が1 万人未満の保険者では1.1％，1 万人以上5 万人未満では4.5％，5 万人以上10 万人未満では

8.6％，10 万人以上 30 万人未満では 11.8％，30 万人以上では 27.4％の保険者が地域密着型サービスに対する助成金・補助金を設けていた。人

口が大きい都市部の保険者ほど助成金・補助金を設けている割合が高かった。 
29) 畠山（2009）では介護保険特別会計より拠出される地域包括支援センター運営費において，保険者による一般会計からの繰出金に差が生じ

ており，介護保険運営において保険者財政状況が重要であることを指摘している。2012 年度『地方財政白書』において，市町村老人福祉費の

79.7％が特別会計への繰出金となっており，介護保険特別会計へも繰出されている。市町村別に老人福祉費歳出内訳データは入手できなかった

が，ホームページ上で公開している2008年度の新潟市の老人福祉費（193億円）の主な支出として，介護保険へ78億円，後期高齢者負担金が

46億円，特別擁護老人ホーム等建設事業費が13億円であった。 
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取る可能性がある30)。3 つ目の理由は 2 つ目の保険者の地域密着型サービス拡大行動をさらに促す効果と

も捉えることができる。 

 居宅・施設サービスが地域密着型サービスに正の影響を与えている，と仮説を立て統計的な因果関係を

分析する。分析上の注意点として，居宅・施設サービスと地域密着型サービスとでは内生性の問題が発生

し通常のOLS やVAR では適切に因果関係を測ることは出来ない。よって，本分析では内生性に対処でき

るArellano and Bond (1991)，Blundell and Bond (1998)によるDifference-System GMMを用い，居宅・施設サー

ビスから地域密着型サービスへの因果関係を分析する。分析で扱う変数の記述統計は表3である31)。 

 

 

表3 ＜地域密着型サービス推定モデルで扱う変数の記述統計＞ 
変数 平均 標準偏差 最小値 最大値 
地域密着単位数 2.233 1.559 .003 16.511 
居宅単位数 10.941 2.788 1.662 25.950 
施設単位数 11.0433 3.041 1.583 31.900 
後期高齢者割合 .514 .069 .293 .759 
所得段階1-3割合 .316 .104 .095 .744 
所得段階5割合 .336 .085 .046 .647 
要支援割合 .039 .016 0 .528 
要介護度1-2 .058 .012 .018 .397 
要介護度3 .024 .005 .006 .226 
要介護度4-5 .041 .010 .017 .612 
地域密着利用率* .099 .068 .0002 .902 
居宅利用率* 1.098 .225 .355 2.578 
施設利用率* .392 .107 .126 1.083 
被保険者数* 18472.16 40658.41 199 788968 
介護保険料* 46.379 7.513 0.121 78.218 
貸付金ダミー* .027 .163 0 1 
準備基金保有残高* 13.620 10.979 0 267.521 
サンプルサイズ                10129 (1447×7) 

出所：2006-12年度『介護保険事業状況報告』 
注：単位数の単位は千単位，第1 号被保険者数1 人あたりの単位数。貸付金はダミー変数。介護保険給付費準備基金保有額は第1 号

被保険者1人あたり。介護保険料の単位は千円，第1号被保険者1人あたりの介護保険料収入額（年）。 

 
  

                                                        
30) 財政コモンプール問題から生じる地域密着型サービスの供給拡大とも考えらえる（Weingast, et. al (1981)）。コモンプール問題は日本の財政活

動（農業関係の支出や補助金，空港関係の公共投資）においてもいくつか指摘されている（広田（2012））。第5期（2012-14年度）の介護保険

給付費財政構造（利用者負担の10％除く）は保険料50％（第1号被保険者21％，第2号被保険者29％），国・都道府県37.5％，保険者12.5％
となっている。国・都道府県・第 2 号被保険者からの財源は保険者にとって間接的な形となっており，保険者及び当該地域第 1 号被保険者の

直接負担（利用者負担を除く）は 33.5％（第 1 号被保険者保険料・保険者負担）と比較的低負担である。財政状況に余裕がある保険者は，自

らの低負担割合から介護サービスに関して過剰な供給が行われる可能性がある。ただし，本稿ではこの点は検証していないため，1つの仮説と

して提示するにとどめる。 
31) 保険者数は平成の大合併，広域連合新設の影響で2006 年1669 から2012 年1580 へと減少している。本稿では，新設，編入された保険者は

分析の対象から外した。また東日本大震災の影響で2010年の統計が欠損しており福島県の6保険者，2008年の所得段階割合統計が欠損してい

る三好町，2012 年保険料収入が計上されなかった葛尾村（震災の影響），地域密着型サービスが計上されていない（2006-12 年）保険者は分析

の対象から外した。最終的な保険者数は1447となり，2006-12年度までのバランスドパネルを構築した。合併のため約8％の保険者データを扱

えなかった点，また地域密着型サービスが導入されて公表されているデータがまだ7年しかない点で本分析は限定的な分析と言える。しかし，

主にクロスセクションデータを扱っている先行研究（安藤（2008）等）及び，要介護度4-5に焦点を当てている足立・上村（2013）と比べると，

現時点において最大限のデータを用いている。 
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5.2 ダイナミックパネルデータモデル 
 地域密着型サービスが導入された 2006 年度以降のデータを対象に以下のダイナミックパネルデータモ

デル32)を考える。 

��� ���� ���� ��� ������
�

���
�����������������

�

���
�����������������

�

���
 

������������������
�

���
���������������

�

���
��� � �� � ����	 

 

 ����	は被保険者1人あたり地域密着型サービス単位数，������，������はそれぞれ被保険者1人あたり居宅・

施設サービス単位数である。������	は財政変数（介護保険料収入・貸付金ダミー・基金準備保有残高）33)

である。コントロール変数として，������	は後期高齢者比率（75歳以上人口/65以上人口），������，������	は
所得段階 1-3 割合，5 以上割合。������，������，������，������� はそれぞれ要支援 1-2 割合，要介護度 1-2 割

合，要介護度3割合，要介護4-5割合である。��	は時間固定効果（年次ダミー），��	は保険者固定効果，���� は
誤差項，��	は推定されるパラメーターである。 

 通常のパネルデータモデルで考慮される保険者・時間固定効果項に加え，地域密着型サービスの1期，2

期，3 期前のラグ項，居宅・施設介護サービスの当期から 2 期前までのラグ項，財政変数の当期から 2 期

前までのラグ項を加えた。これらの変数はサービス給付水準が決定される際には，供給側の要因として考

えることができる。地域密着型サービスでは，事業者の公募・申請・選定・サービス開始と通常サービス

が開始されるまでにラグが発生するため，自身のラグ項（調整過程）に加え居宅・施設サービスに関して

もラグ項を考慮することが適切と考えられる。その他のコントロール変数は，需要側の要因として3節で

説明した通りである。 

 上記のダイナミックパネルデータモデルは地域密着型サービスのラグ項のため，保険者固定効果との内

生性の問題が存在する。また居宅・施設・財政変数は同時決定性のため因果関係が明白ではなく誤差項と

相関を持つ可能性が高い。よって，通常のOLS分析，固定効果分析等では一致性を持った推定量を得るこ

とが出来ない。また同様にマクロ経済分析で多用される VAR モデルも内生性の問題が存在し，適切に因

果関係を測ることは難しい。 

 

5.3 Difference-System GMM 
 内生性，同時性等の問題に対処するため本稿ではArellano and Bond (1991)，Blundell and Bond (1998)によ

るDifference-System GMMを用いることにより，パラメーターの推計を行う。先ほどの式の差分をとり固 

定効果項を消去する34)。 

  

                                                        
32) ダイナミックパネルデータモデル及びパネルデータの詳細はWooldridge (2010) に詳しい。固定効果を除いた効果を識別できる上，クロスセ

クションデータ等に比べ自由度が増し多重共線性の問題等を回避し易くなる。 
33) 貸付金ダミー及び準備基金保有残高は0を含むため対数を取っていない。 
34) 時間固定効果は残るが，差分の式に直接時間ダミーを入れることで対処ができる。また差分を取ることで固定効果・変量効果の識別の必要

はなくなる。 
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しかしながら，���������� �� ��������� � ��� ������)は ������� ���� � ������)は明らかな相関を持ち，

����������，������������，����������，������������，����������，������������も上記の内生性の議論から

�����	と相関を持つ可能性が高い。 

 Arellano and Bond (1991) ではこれら内生変数にモデル内の変数を使い操作変数を作成する方法を提示し

た。��� ������	は����������と相関を持つが， �����とは相関を持たない。同様に，�����������を����������	の
操作変数35)と考えそれぞれに対応する（t-2 期以前の水準変数を操作変数とし）モーメント条件から

Difference GMM推計を行うことが出来る。しかしながら，Arellano and Bond (1991) では (1) 自己相関過程

が強い場合，(2) 固定効果の分散が誤差項の分散よりも大きい場合に推定量が下方バイアスになることが

知られている。Blundell and Bond (1998) はArellano and Bond (1991) による階差の式における操作変数に加

え，水準の式に階差（t-1期）の操作変数を加えたSystem GMM を考案した36)。このArellano and Bond (1991)

を特殊ケースに含むSystem GMMはより多くの情報を操作変数として用いているため効率的であり，頑健

的であることが知られている。本分析ではFeasible Efficient GMM推定量を得るため，2段階GMMを用い

る。1段階目で得られた情報を用い共分散行列に関する一致性を持つ最適重み行列を作成し，2段階目の推

定を行う。またサンプルが有限の 2 段階 GMM の標準偏差は下方バイアスがかかることが知られており，

Windmeijer (2005) による分散修正法を用いた37)38)。 

 Difference-System GMM 推定を行うためにはいくつかの前提とそれらを確認するための検定が必要とな

る。1つ目は，固定効果を除いた誤差項 (����)	に系列相関がないことが必要である。Arellano and Bond検定

により 2 階の系列相関 AR (2) の統計量が有意ではないことを確認しなければならない（帰無仮説は系列

相関がない）。2つ目は，上記の方法で得られた操作変数の妥当性の確認である。Hansen検定（または Sargan

検定等）を用い統計量が有意ではないことを確認しなければならない（帰無仮説は操作変数の数は過剰で

はない）。 

 
  

                                                        
35) �����������	は	���� �������� ��������� � �����������) は明白な相関を持つわけではないが，現在のアウトカムは過去のアウトカムと関連がある

と想定し操作変数として考える。これらの操作変数に関しての妥当性をHansen検定により検討する。 
36) 例として，�������������������) をモーメント条件として考えられる。 
37) 分散行列には分散不均一・系列相関が認められても一致性を持つクラスターロバスト標準誤差を用いている（Arellano (1987)）。 
38) Difference-System GMM及びWindmeijer (2005) 修正法はRoodman (2009) に詳しい。 
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6．推定結果 

 ベースモデル及び頑健性の確認として(1) 被保険者 1 人あたり地域密着型・居宅・施設サービス単位数

及びコントロール変数を用いたベースモデル，(2) 被保険者1人単位数の代わりに利用率（=利用者数/被保

険者数）を用いたモデル39)，(3) (1) に人口（被保険者数）を加えたモデル，(4) (1) から各要介護割合を抜

いたモデル，(5) - (7) はそれぞれ (1) に保険料収入，貸付金ダミー，準備基金保有残高を加えたモデルで

ある。ラグ付き被説明変数の内生性に対処するため，階差の式にはラグ付き被説明変数の水準（t-2期以前）

を，水準の式にはラグ付き被説明変数の階差（t-1）期を操作変数として用いた。居宅・施設サービス，財

政変数等の変数は内生変数として扱い，階差の式に水準（t-2 期以前）を，水準の式には階差（t-1 期）を

操作変数として用いた。それぞれの推計結果は表4である。(1) - (7) 全てにおいて，誤差項の系列相関は

認められず（AR (2) 検定が棄却されない），操作変数は妥当であることが示された（Hansen検定が棄却さ

れない）。 

 

  

                                                        
39) 被説明変数は説明変数と線形の関係を想定しロジット変換を行った。 
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しかしながら，���������� �� ��������� � ��� ������)は ������� ���� � ������)は明らかな相関を持ち，

����������，������������，����������，������������，����������，������������も上記の内生性の議論から

�����	と相関を持つ可能性が高い。 

 Arellano and Bond (1991) ではこれら内生変数にモデル内の変数を使い操作変数を作成する方法を提示し

た。��� ������	は����������と相関を持つが， �����とは相関を持たない。同様に，�����������を����������	の
操作変数35)と考えそれぞれに対応する（t-2 期以前の水準変数を操作変数とし）モーメント条件から

Difference GMM推計を行うことが出来る。しかしながら，Arellano and Bond (1991) では (1) 自己相関過程

が強い場合，(2) 固定効果の分散が誤差項の分散よりも大きい場合に推定量が下方バイアスになることが

知られている。Blundell and Bond (1998) はArellano and Bond (1991) による階差の式における操作変数に加

え，水準の式に階差（t-1期）の操作変数を加えたSystem GMM を考案した36)。このArellano and Bond (1991)

を特殊ケースに含むSystem GMMはより多くの情報を操作変数として用いているため効率的であり，頑健

的であることが知られている。本分析ではFeasible Efficient GMM推定量を得るため，2段階GMMを用い

る。1段階目で得られた情報を用い共分散行列に関する一致性を持つ最適重み行列を作成し，2段階目の推

定を行う。またサンプルが有限の 2 段階 GMM の標準偏差は下方バイアスがかかることが知られており，

Windmeijer (2005) による分散修正法を用いた37)38)。 

 Difference-System GMM 推定を行うためにはいくつかの前提とそれらを確認するための検定が必要とな

る。1つ目は，固定効果を除いた誤差項 (����)	に系列相関がないことが必要である。Arellano and Bond検定

により 2 階の系列相関 AR (2) の統計量が有意ではないことを確認しなければならない（帰無仮説は系列

相関がない）。2つ目は，上記の方法で得られた操作変数の妥当性の確認である。Hansen検定（または Sargan

検定等）を用い統計量が有意ではないことを確認しなければならない（帰無仮説は操作変数の数は過剰で

はない）。 

 
  

                                                        
35) �����������	は	���� �������� ��������� � �����������) は明白な相関を持つわけではないが，現在のアウトカムは過去のアウトカムと関連がある

と想定し操作変数として考える。これらの操作変数に関しての妥当性をHansen検定により検討する。 
36) 例として，�������������������) をモーメント条件として考えられる。 
37) 分散行列には分散不均一・系列相関が認められても一致性を持つクラスターロバスト標準誤差を用いている（Arellano (1987)）。 
38) Difference-System GMM及びWindmeijer (2005) 修正法はRoodman (2009) に詳しい。 
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 表 4 より(1) ベースモデルでは，地域密着型サービスの自身のラグ項は 1 期前が正に 2 期前が負に有意

となっている。前期の地域密着型サービスの増加は有意に今期の水準に正の影響を与えることが明らかと

なった。また居宅サービスの 2 期前が有意に正の影響を与えていた。(1) ベースモデルの結果の頑健性を

確かめるため(2) 利用率，(3) 人口を加えたモデル，(4) 各要介護度を抜いたモデルも同様に推定した結果，

全てのモデルにおいて居宅サービスの 2 期前が有意に正であった。(4) の分析は安藤（2008）で単位数を

用いた分析で危惧された認定率と各要介護度の同時性を加味した分析である。 (5) - (7) は財政変数追加に

よる頑健性の確認である。それぞれ保険料収入，貸付金ダミー，準備基金保有残高をラグ項とともに加え，

内生変数として扱い分析を行った。いずれの分析においても居宅サービス2期前は有意に正であった。財

政変数はほぼ有意ではなかったが，介護保険料収入当期が有意に負，準備基金保有残高2期前が有意に正

であった。事業所選定等のラグを考えると，準備基金保有残高2期前が正という結果は財政的な因果と考

えられる40)。前節において居宅サービスから地域密着型サービスへの因果が存在していた場合，財政的に

豊かである保険者は介護サービスの供給を拡大させる可能性が存在することを指摘した（他サービスから

地域密着型サービスへの正の因果の仮説の理由）。保険者の財政的状況は一般会計を含めた様々な指標が存

在するが，準備基金保有残高も 1 つの指標として考えられる。2 期前が正ということは財政的余裕から地

域密着型サービスの事業設置権限を持つ保険者が供給拡大に動いた可能性を示すものである。 

 2 節において地域密着型・居宅サービスは有意に相関があることが示されていた。また表 4 の分析から

居宅サービスから地域密着型サービスへの因果関係を示すことができた。地域密着型サービスが居宅・施

設サービスへの因果関係が示せるかをDifference-System GMM を用い分析した結果が表5 (8) (9)である。 

  

                                                        
40) 3節の相関係数で地域密着と準備基金保有残高は -.076と弱い負の関係であったが，これは当期同士の変数による相関であるため，ラグ項が

考慮されているわけではない。3 節の記述統計で扱ったデータを用い，準備期基保有残高（2 期前）と介護サービスとの相関を計測した結果，

居宅・施設サービスでは負（それぞれ-.181, -.076）であり，地域密着型サービスでは正（.001）であった。 
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しかしながら，���������� �� ��������� � ��� ������)は ������� ���� � ������)は明らかな相関を持ち，

����������，������������，����������，������������，����������，������������も上記の内生性の議論から

�����	と相関を持つ可能性が高い。 

 Arellano and Bond (1991) ではこれら内生変数にモデル内の変数を使い操作変数を作成する方法を提示し

た。��� ������	は����������と相関を持つが， �����とは相関を持たない。同様に，�����������を����������	の
操作変数35)と考えそれぞれに対応する（t-2 期以前の水準変数を操作変数とし）モーメント条件から

Difference GMM推計を行うことが出来る。しかしながら，Arellano and Bond (1991) では (1) 自己相関過程

が強い場合，(2) 固定効果の分散が誤差項の分散よりも大きい場合に推定量が下方バイアスになることが

知られている。Blundell and Bond (1998) はArellano and Bond (1991) による階差の式における操作変数に加

え，水準の式に階差（t-1期）の操作変数を加えたSystem GMM を考案した36)。このArellano and Bond (1991)

を特殊ケースに含むSystem GMMはより多くの情報を操作変数として用いているため効率的であり，頑健

的であることが知られている。本分析ではFeasible Efficient GMM推定量を得るため，2段階GMMを用い

る。1段階目で得られた情報を用い共分散行列に関する一致性を持つ最適重み行列を作成し，2段階目の推

定を行う。またサンプルが有限の 2 段階 GMM の標準偏差は下方バイアスがかかることが知られており，

Windmeijer (2005) による分散修正法を用いた37)38)。 

 Difference-System GMM 推定を行うためにはいくつかの前提とそれらを確認するための検定が必要とな

る。1つ目は，固定効果を除いた誤差項 (����)	に系列相関がないことが必要である。Arellano and Bond検定

により 2 階の系列相関 AR (2) の統計量が有意ではないことを確認しなければならない（帰無仮説は系列

相関がない）。2つ目は，上記の方法で得られた操作変数の妥当性の確認である。Hansen検定（または Sargan

検定等）を用い統計量が有意ではないことを確認しなければならない（帰無仮説は操作変数の数は過剰で

はない）。 

 
  

                                                        
35) �����������	は	���� �������� ��������� � �����������) は明白な相関を持つわけではないが，現在のアウトカムは過去のアウトカムと関連がある

と想定し操作変数として考える。これらの操作変数に関しての妥当性をHansen検定により検討する。 
36) 例として，�������������������) をモーメント条件として考えられる。 
37) 分散行列には分散不均一・系列相関が認められても一致性を持つクラスターロバスト標準誤差を用いている（Arellano (1987)）。 
38) Difference-System GMM及びWindmeijer (2005) 修正法はRoodman (2009) に詳しい。 
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(8) (9) が居宅・施設サービスを被説明変数とし，表4 (1) ベースモデルと同様の分析を行った結果である。

いずれの分析においても他サービスからの影響は有意に確認できなかった。地域密着型サービスから居宅

サービスへの因果関係は存在せず，居宅サービスから地域密着型サービスへの因果関係は存在したことに

なる。都心部での居宅系サービスの需要，（地域密着型・居宅サービスいずれにも参入する）民間事業者の

参入行動のみを考えると，地域密着型・居宅サービスの高い相関の理由にはなるが，因果関係を説明でき

るものではない。しかし保険者による供給行動を加味すると，地域密着型サービスには保険者に裁量があ

る点で大きな違いがある。保険者の裁量の違いにより，居宅サービスから地域密着型サービスへの因果関

係（及び逆は成立しなかった）を確認することができたと考えられる。今回の分析において，地域密着型

サービスは保険者の裁量性からフォロワーになっていることが明らかとなった。 

 (10) - (13) は足立・上村（2013）で行われた分析を本稿の分析の枠組みで検証した結果である。足立・

上村（2013）では地域密着利用率が居宅利用率に正，居宅利用率が施設費用額（利用者1人あたり）に負

の影響を与えることを確認し，地域密着型サービス導入により，施設費用額が抑えられることを示してい

る。本稿の単位数を扱った分析においては，地域密着型サービスから居宅サービスへの因果関係を確認す

ることができず，3 節の地域密着型・施設サービスの相関係数は全データ・市・町・広域連合で有意に正

となっており，代替性の関係は確認できなかった。そこで，本稿の分析の枠組みで先行研究を検証した。

(10) (11) の分析では利用率が施設費用に与える影響，(12) (13) が地域密着・施設利用率が居宅利用率に与

える影響を確認している。(10) (12) ではベースモデル同様に内生性が疑われる変数に対しては階差の式に

はラグ付き（被）説明変数の水準（t-2 期以前全て）を操作変数として使用したが，いずれも Hansen 検定

で有意となってしまった41)。そこで，t-2期のみを操作変数として用いて推定した結果が (11) (13) である。

(11) ではモデルの妥当性が満たされているが，居宅利用率から施設費用への因果関係は確認できなかった。

また地域密着利用率から正の因果関係が見られ，施設費用抑制と逆の結果を示唆するものであった。(13) 

ではHansen検定が有意となっており，パラメーターを正確に推定できていない可能性に注意する必要があ

るが，地域密着利用率から居宅利用率への正の因果関係は確認された42)。足立・上村（2013）と異なる結

果となった理由として，モデル・データの違いが考えられる。足立・上村（2013）では，ラグ項を考慮し

ない3SLSを用いコントロール変数として後期高齢者割合・可住地面積あたり被保険者数を扱っていたが，

本稿の研究では調整過程を重視しラグ項，各要介護度，所得段階を考慮し，それらの変数の多くが有意と

なっている。またデータに関しては，足立・上村（2013）では要介護度 4-5 の重度の要介護者に焦点を当

て，データも要介護度 4-5 に対応する費用・利用者を用いているが，本稿では要支援・要介護全ての認定

者を対象としている。2012年度『介護保険事業状況報告』において，地域密着型・居宅・施設サービスの

単位数・費用・利用者の（要介護度4-5 / 全要支援・要介護度）割合（％）は，地域密着型（34.3％，34.9％，

30.5％），居宅（30.3％，30.2％，15.7％），施設（65.7％，65.7％，62.1％）である。地域密着型・居宅サー

ビスにおいては，要介護度4-5データは全体の30％前後であり，扱うデータの焦点により大きく結果が異

なったと考えられる。 

  

                                                        
41) 階差の式への操作変数は t-2 期以前を全て操作変数として扱うことが出来る。しかしながら，有限のサンプルで多くの操作変数を用いると

Hansen検定（Sargan検定）等に棄却され易くなりモデルの頑健性が弱まってしまう可能性がある（Sargan (1958)）。 
42) 単位数を用い，t-2 期以前全ての操作変数を用いた分析 (8) とは異なった結果であった。(13) はHansen 検定が有意となっており，パラメー

ターを適切に推定できていない可能性が高いと考えられる。 
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7．結語 

 本稿では，2006年度に導入された地域密着型サービスが介護給付水準の地域差にどのような影響を与え

ているのかを分析し（4節），その給付水準が居宅・施設サービスの水準により影響を受けているのかを定

量的に把握し，地域差拡大の要因を考察した（5，6節）。1つ目の分析では，2006-12年度の保険者別デー

タを用い，Lerman and Yitzhaki (1985) 及びStark, et. al (1986) による所得・収入に関するジニ係数分解・Wang 

(2009) による変動係数分解を応用し，合計及びそれぞれ個別（サービス別），全てにおいて地域差が存在

することを確認した。また地域密着型サービスはその中で最も地域差が大きく，地域密着型サービスが増

加すると合計のジニ係数・変動係数が増加することが明らかとなった。2 つ目の分析では，同様の保険者

別パネルデータを用い，居宅・施設サービスが地域密着型サービスへと与える影響を Difference-System 

GMMの方法を用い定量的に分析した。その結果，居宅サービスの2期前が有意に正の影響を与えており，

居宅サービス水準が高（低）まれば，地域密着型サービス水準もそれに沿う形で高（低）くなっていた。

この結果は4節で明らかとなった，地域密着型サービスが介護給付水準の地域差を拡大させる普及状況と

整合的であった。また地域密着型・居宅サービスは相関係数が有意に高かったが（3節），地域密着型サー

ビスから居宅サービスへの因果関係は存在しなかった。事業所形態もサービスも類似である地域密着型・

居宅サービスであるが，居宅サービスから地域密着型サービスへの因果関係のみが有意であったことは，

保険者に地域密着型サービスの事業所設置権限があり，保険者主導の供給調整がより積極的に行われた結

果であると考えられる。 

 本稿の結果から得られる政策的インプリケーションを述べる。地域密着型サービスの政策意図は，(1) 施

設サービスの代替として機能させ施設費用を抑制すること，(2) 保険者に裁量を持たせ住民のニーズ・地

域特性に沿ったサービス提供を促進させることであった。(1) と関連する結果として，（単位数を扱った分

析において）地域密着型サービスが施設サービスへ与える因果は確認できず，また施設費用を扱った分析

においても地域密着型・居宅サービスともに施設費用を減少させる効果は確認できなかった。(2) と関連

する結果としては，従来の居宅・施設サービスとは異なり，保険者が主体となり供給水準を決める地域密

着型サービスでは，他地域と比べ水準が低いのであればそれらを調整する機能が想定されたが，このよう

な給付水準の普及は確認できなかった。逆に，5 節の結果から，居宅サービスから地域密着型サービスへ

の因果が確認され，4 節の結果と併せ地域差が拡大されるような供給構造であることが明らかとなった。

これは保険者に裁量がある地域密着型サービスの拡大は介護サービス地域差を促進させる可能性が高いこ

とを示す結果であった。 

 最後に本稿の分析に関する留意点を 2 つ述べる。1 つ目は，地域密着型サービスは，保険者に設置権限

等を通し裁量権が存在すると考えた点である。畠山（2010）のアンケート調査でも半数以上の保険者が供

給調整を認めているが，老人福祉施設，居宅介護支援事業の運営の多くが社会福祉法人，営利法人である

ため，裁量権を通しどこまで行政の意向が反映されるのかという問題が残る43)。また第 4 節でも述べた通

り，施設数が整備目標に達していない保険者も存在し，保険者が供給を完全にコントロールできるわけで

はないことを注意しておかなければならない。2つ目は，本分析で用いた介護給付水準（単位数・利用率）

は需要側と供給側の要因で決まった均衡値であり，コントロール変数等を加えているものの保険者を通し

                                                        
43) ただし類似のサービスであり営利法人が同様に参入する居宅サービスとは地域差（ジニ係数）に大きな差があり，また保険料収入との相関

も大きく違っていたため，保険者が設置権限等を持つことによる差が統計上明確に現れている。 
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た供給側のみの値でないことである。この点は1つ目の留意点とも関連するが，利用者側の需要の影響も

受け，均衡点が決まるという点は注意する必要がある。施設サービスの定員等と異なり，居宅・地域密着

型サービス等の通所・訪問サービスにおける供給側のキャパシティ（純粋な供給指標）を測ることは困難

であり，詳細な統計が今後必要である44)。これらの点は今後の課題としたい。 

 

 

                                                        
44) 厚生労働省「介護事業所検索」において全国介護事業所（ただし前年度介護報酬受領額 100 万円以下の事業所は除く）の提供サービス，従

業員数，利用者数を公開している。しかし，居宅・施設・地域密着型サービス別の公表はなく，同一事業所が複数のサービスを提供している

場合，その合算値しか把握できない。 
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